
NY州の出勤停止及び自宅待機について 

  

◎（州政府）NY州の出勤停止及び自宅待機 

・本３月２０日、クオモ NY州知事は、NY州の感染者数が７０００人を超えさらに拡大して

いることを受け、主に①原則として全労働者は在宅する、②州民は可能な限り自宅に待機す

る、という行政命令を出すことを発表しました。この行政命令は，３月２２日（日）午後８

時に発効されます。 

・つきましては，NY州に在住・滞在の皆様は，不要不急の外出を控え，ご自宅・滞在先での

待機をお願いいたします。 

・同州知事発表の行政命令の概要は以下のとおりです。 

 

-州民サービスに必要不可欠な機能に従事する者以外の全労働者は在宅とする。 

-自宅に留まり，戸外の活動を真に必要な活動に限る。 

-必要不可欠な食料品等の買い物は可能とする。 

-レストラン（持ち帰り・宅配のみ）、食料品店，薬局，医療機関、ガソリンスタンド、ドラ

イクリーニング、郵便局、公共交通機関などの必須の機関・店舗の営業は継続する。 

-屋外の散歩や自然の中で運動はできるが，他の人から６フィート（約１．８ｍ）の距離を

保つ。 

-緊急ではない限り，（同居していない）家族や友人と会うのはどのような規模であっても控

える。 

-病院やナーシングホームへの見舞いを控える。 

 

・同州知事の会見の様子は以下のサイトでご覧になれます。 

https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1241018496500154371 

 

・また、同州知事は、今後９０日間、（民間及び商用）テナントの立ち退きを猶予すること

を発表しました。 

 

◎（州政府）NY州、NJ州、PA州及び CT州 

本３月２０日、NY州、NJ州、PA州、CT州は、全ての理髪店、ネイルサロン、タトゥーショ

ップなどのサービスについて、３月２１日（土）午後８時から営業を停止する措置を合同で

発表しました。 


